
 

 

 

 

 

大分市開発許可制度運用基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分市都市計画部開発建築指導課 
開発指導室 



 

 

 

 

序 

 
宅地開発規制に関する制度は、昭和３６年の宅地造成等規制法と昭和４３年の新都市計画法の制定

によりその基本的骨格が整備され、大分市においても、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図

るため、昭和４５年１２月２５日に市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画が決定され、この

都市計画を担保するものとして開発許可制度が施行されております。 

しかしながら、近年においては、宅地開発をとりまく社会経済情勢は著しく変化し、宅地開発の態様

も複雑かつ多様になってきています。 

また、規制緩和、地方分権等開発指導行政をとりまく環境も近年大きく変化してきており、その中で

も特に、地方分権につきましては、平成１２年４月１日より、地方分権の推進を図るための関係法律の

施行に伴い、開発許可制度が自治事務とされ、平成１３年５月２日に地方自治法に基づく技術的助言

として開発許可制度運用指針が示されたところです。 

平成１２年５月に都市計画法が改正され、地域が主体となって、地域ごとの課題に的確に対応しう

る柔軟性と透明性を備えた制度となるよう、開発許可制度について大幅な見直しが行われ、平成１３

年５月１８日より施行されました。 

平成１９年１１月３０日には、市街化調整区域での大規模団地の開発が出来にくくなったこと、社

会福祉施設、医療施設及び学校施設等を対象にした開発行為の許可が必要になったことなどの改正が

なされました。 

このような状況のもと、宅地開発に関する諸制度を適切に運用していくために、関係法令を正しく

理解し、その具体的な解釈、運用を行う必要が生じたため、「大分市開発許可制度運用基準」を新たに

発行することとなりました。「大分市開発行為及び盛土等指導要綱」や「大分市都市計画区域外及び準

都市計画区域外における開発行為指導要綱」とともに参考にしていただければと存じます。 

本書が開発事業に携わっておられる方々や宅地開発事業を施行する方々など、関係の方々に広く活

用され、開発許可制度の適切かつ円滑な運用に資することを期待いたします。 
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※ 本書においては、以下の表記を行っています。 

都市計画法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「法」 

都市計画法施行令 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 「令」or「政令」 

都市計画法施行規則 ・・・・・・・・・・・・・・・ 「規則」or「省令」 

大分市都市計画法施行細則 ・・・・・・・・・・・・ 「細則」 

大分市開発行為等の許可の基準に関する条例・・・・・ 「条例」 

大分市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則・ 「市規則」 

 

 


